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Ⅰ 点検・評価制度の概要 
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１ はじめに  

 

寒川町教育委員会では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の趣旨に

則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民への説明責任を果たし、よ

りよい教育を目指すため、平成29年度事業について点検と自己評価を行い、その結

果に対して教育に関し学識経験を有する方からご意見を頂戴し、「教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書」（以下「報告書」という。）

にまとめました。 

                                    

   

 
 

参考：地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1 項の規定 

により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 

4 項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管 

理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書 

を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学 

識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。  

 

 

 

２ 点検・評価の対象事業 

 

点検・評価の対象範囲は、学校教育、社会教育及びスポーツに関することなど、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21 条で「教育委員会の職務権限」と

して規定されている事務ですが、町の行政組織の見直しにより、平成 25 年度から

教育委員会で所管している事務は、主に学校教育、社会教育に関するものとなって

います。 

対象事業については、寒川町教育振興基本計画（改定版）の中期実施計画（平成

27 年度～29 年度）の各事業のうち、平成 29 年度重点施策に位置付けた事業で教

育委員会が実施した事業としました。なお、「公民館」、「寒川総合図書館」におい

ては、指定管理者による運営を行っていることから、両館に対する監督・指導業務
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として「運営管理の充実」事業としました。 

 

３ 点検・評価の実施方法 

 

(1)  教育委員会が実施している事業について、教育委員会自らがその取り組み状

況と成果について点検と評価をし、それに対する課題や今後の方向性などをま

とめました。 

 

評価基準 

 

Ａ…計画・目標をおおむね達成し、成果が得られた。（達成度 80％以上） 

 Ｂ…計画・目標は達成できなかったが、成果は見込める。（達成度 60％以上～

80％未満） 

 Ｃ…計画・目標は達成できなかった。（達成度 60％未満） 

 －…計画に目標値等の設定がないもの。 

 

 

 

(2)  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条第 2 項に規定されている

ように、教育に関し学識経験を有する方々（外部評価者）から点検・評価の対

象事業について様々なご意見をいただきました。これらは次年度の事業実施に

活かしてまいります。 

 

外部評価者 

氏    名 所   属   等 

石 黒  一 正 前 寒 川 町 社 会 教 育 委 員 (公 募 委 員 ) 

磯 川    健 寒 川 町 Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 会 長 

細 田  俊 哉 神 奈 川 県 立 寒 川 高 等 学 校 校 長 

（50 音順、敬称略） 
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Ⅱ 平成 29 年度事業の点検・評価 
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（凡例） 

 

 

 

 

 

 

担当課

評価

＜平成29年度重点施策＞

 １，子育て家庭を支援するため、家庭教育についての学習機会・情報を提供しま
 　す。

事業概要
　0歳から15歳までの子を持つ家庭に、家庭での教育の一助としてもらうため、発達段階に応じた
子育てや家庭学習のポイントをまとめた冊子を作成し、対象家庭へ配布します。

　対象の家庭に対し、随時配布を行うとともに、ハンドブックを有効に活用していただけるよ
う周知方法等についても検討していく。

今後の方向性
又は改善策

事業名 　家庭教育推進事業

　教育総務課

課 題
　ハンドブックを有効に活用していただけるように周知方法等について検討する必要があ
る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　子育てや家庭学習のポイントをまとめた冊子の
作成・配布

　関係各課等と調整しながら、収集した情報の絞
り込み、記載内容やレイアウト等の検討を行い、
ハンドブックを作成した。当初年度内の配布開始
を予定していたが、検討等に時間を要し、原案作
成作業に遅れが出てしまったため、平成30年度
から配布を開始することとした。

B

社 会 教 育

町教育振興基本計画に掲げる事業を引用

重点施策を推進するため実

施する事業の具体の取り組

み計画の内容や目標

左記に掲げた取り組みの

実施状況、実施したこと

による成果等

成果等に基づく事業の評価

３段階で評価

評価基準は３ページ記載

重点施策の１点目

取組状況（成果）から見られ

る事業の課題

上記内容から判断した事業の次年

度以降の方向性又は改善策



担当課

評価

＜平成29年度重点施策＞

 1，基礎学力の定着を図ると共に、書く力を中心に据えた思考力・判断力・表現力
　　等の育成を図ります。

事業名   少人数学級実施事業

　学校教育課

課 題
  1学級当たりに特別な配慮を必要とする児童が増加する中、引き続き児童が生
活や学習の中でどのようなところでつまずいているのかを、的確に把握（困難
度査定）していくことが必要である。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　小学校3年生で35人以下学級編成を実施

　小学校1年生から3年生における1学級あ

たりの児童数（標準法による学級編成は40

人）が35人以下となるように、町費による
少人数学級補充教員を必要な小学校に配置
し、きめ細やかな学習指導につなげる。

目標値：基礎力定着度確認問題の平均
　　　　正答率    70％

  平成29年度は小学校3校で町費の教員を1

名ずつ補充することにより、町内全小学校
で3年生までを35人以下学級の編成とする
ことができた。それにより、落ち着いた学
級環境を整えることができ、個に応じたき
め細やかな生活指導・学習指導の展開につ
ながった。

実績値：基礎力定着度確認問題の平均
　　　　正答率（小学校3年）　71.9％

A

事業概要
  国・県の制度で実施している小学校1,2年生の35人以下学級編成に加え、町単独事

業として小学校3年生でも実施し、個に応じたきめ細かな指導を展開する。

  少人数学級編成は保護者にも望む声が多く、国・県による制度の拡大を求め
るとともに、町教育委員会として今後も国・県による制度の学年に上乗せして
実施できるようにしていく。

今後の方向性
又は改善策

学 校 教 育
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担当課

評価

担当課

評価

　少人数学習による授業の充実

　各小・中学校に少人数学習補充教員を1

名ずつ配置し、算数・数学等の授業を中心
として少人数による授業を実施し、授業に
おける理解を深め、学力の向上を図る。

目標値：基礎力定着度確認問題の
　　　　平均正答率　70％

　学校教育課

事業概要
  各小・中学校の校内研究に係る授業研究会、講演会等を公開、交流し、教職員の
授業力の向上を図る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

事業名   さむかわ学びっ子育成推進事業

  平成29年度は算数・数学の授業を中心に
少人数授業実施のための補充教員を小学校
に1校（5校中）と中学校3校に1名ずつ配置
となった。
　児童・生徒からは、落ち着いた環境と質
問しやすい雰囲気により授業が受けやすい
等の感想を得ており、教員からは少人数に
よる授業形態の工夫により「より対話的で
思考力を養うための授業展開が可能となっ
た。」等の意見も出ている。

実績値：基礎力定着度確認問題の
　　　　平均正答率　68.1％

A

事業名   少人数学習推進事業

　学校教育課

課 題
  資格や専門性、雇用条件など、学校側のニーズと補助教員が希望する勤務条
件が合致する人材の確保が難しい。

今後の方向性
又は改善策

  今後も少人数等のきめ細かい指導形態の効果を生かした授業を継続すること
は重要であり、そのためにも人材確保のための条件整備を行っていく。

事業概要
  算数・数学の授業を中心に学級人数を半分に分けて、少人数授業実施のための補
充教員を小・中学校に1名ずつ配置し、個に応じたきめ細かい指導を展開する。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

今後の方向性
又は改善策

　各校における研究についてはこれまでの取り組みの成果が出ているが、育て
たい児童・生徒像をより明確にし、授業実践が行われるよう、公開授業研究会
や講演会および日常的な学校訪問を通して教育委員会が指導を行っていく。

　寒川学びっ子育成推進事業の展開と教
職員の授業力向上

　各学校において校内研究会を実施（外部
講師を招聘しての講演会、研修会を含む）
するとともに、お互いの学校の研究会にも
参加するなど、町全体で授業研究に対する
意識を高めていく。
目標値：小・中学校における授業研究会
　　　　等の開催回数　40回／年
    　：指導主事による校内研究への指
　　　　導助言回数　50回／年

　各校とも 教育の動向を踏まえた授業改
善に取り組むために、 大学教授等の外部
講師を招聘し校内研究を充実させることが
できた。

実績値：小・中学校における授業研究会
　　　　等の開催回数　40回／年
    　：指導主事による校内研究への指
        導助言回数　95回／年

A

課 題
　校内研究をより一層充実させるため、これから求められる学力を意識した授
業改善が必要である。
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担当課

評価

担当課

評価

事業名   教育活動充実事業

　学校教育課

課 題
  小学校における「関心・意欲・態度」「取り組む力」等の観点別評価につい
て研究を進める必要がある。

今後の方向性
又は改善策

  確実に学習内容を定着させるために補助教材を活用していく中で、身につけ
させたい学習内容を明確にした指導をすることができた。今後は観点を意識し
た指導と日常的な見取りができるよう教育委員会として指導助言を行ってい
く。

事業名   教育コンピュータ活用事業

事業概要
  小学校における学力について、全国標準の問題で確認を行うことにより、基礎・
基本の習得を図る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　学力向上補助教材の有効活用

　各小学校と連携を図り小学校１年生～６
年生の国語と算数の補助教材を選定・活用
することで、児童の基礎的・基本的な学習
の習得を図る。

目標値：新学習指導要領対応教材・教具
        の充足率　100％

  小学校全学年において補助教材として国
語と算数の確認テストを使用し、全国標準
の問題に取り組むことで、一定水準の学力
の見取りを行うことができた。また教材を
活用する中で単元ごとの確認を行い、学習
内容の定着ができていない部分について、
指導を行うことができた。

実績値：新学習指導要領対応教材・教具
        の充足率　100％

A

　eライブラリの導入と積極活用

　授業におけるICT機器の活用として、eラ
イブラリを用いた学習を行い、児童・生徒
の自発的な学習につなげていく。

目標値：学校でのeライブラリの
　　　　利用率　100％

  インターネットを利用したコンテンツで
あるeライブラリを活用することで、小学
校1年から中学校3年までの全ての教科を学
習することができるため、学校において
も、家庭においても同じ内容を学習するこ
とができた。また、各学年の発達段階に応
じた操作スキルを身につけさせ、情報活用
能力の育成を図った。
　
実績値：学校でのeライブラリの
　　　　利用率　100％

A

課 題
  学校での学習をより定着させるために、家庭でも学習を行うことが望まし
い。家庭学習でのeライブラリの利用の仕方について、より一層の周知を図る
必要がある。

　学校教育課

事業概要
  コンピュータ教室を中心にコンピュータを活用した学習を行うとともに、それぞ
れの発達段階に応じた情報教育を推進する。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

今後の方向性
又は改善策

  eライブラリについては、家庭での利用については十分でないところがある
ため、今後も引き続き家庭版学校教育だより等を通して、活用の仕方の周知を
徹底させていく。
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担当課

評価

担当課

評価

　学校教育課

事業概要
 学校図書館の利用促進。読み聞かせ・朝読書など読書活動を推進し、豊かな情操の
育成を図る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

事業名   学校図書充実事業

今後の方向性
又は改善策

  読書活動を推進するためには、児童・生徒の興味・関心を引き、本を読むこ
とにつなげることが肝要である。そのために児童・生徒の実態に即した本を増
やすとともに、学校図書館の利用を促すための工夫・方法について指導助言を
行っていく。

事業名   「生きる力」の育成事業

　学校教育課

　読書活動の推進

　新しい本を導入することで読書への関心
を持たせるとともに、古くなった図書資料
の廃棄や入れ替えを行い、学校図書資料の
充実を図る。

目標値：現状冊数に対する新規購入冊数
　　　　の割合　3％／年

  現在町立小・中学校の図書については平
成期の本の割合が増加し、蔵書についても
児童・生徒の興味・関心に即したものと
なっている。新刊展示や読み聞かせなどの
活動も年間を通し行い、読書活動を啓発す
る機会を設けた。

実績値：現状冊数に対する新規購入冊数
　　　　の割合　2.3％／年

B

課 題
  学校図書館を中心として、読書活動の推進をより一層図っていく必要があ
る。

課 題
  児童・生徒の生活の中で「書く」機会は非常に少ないため、引き続き学校で
の学習の中で「書く」活動の時間を意図的に確保していくことが必要である。

今後の方向性
又は改善策

 「書く」活動については、今後も各教科において取り組む必要がある。頭の
中で行われている言語活動を明確にするためにも、日常的に書くことが必要で
ある。また、実際に漢字を使用する場面では、どの教科においても漢字を書く
ことについて機会を捉えて積極的に取り組んでいく。

事業概要
  国語科のみならず各教科等において児童・生徒の「書く力」の状況を見取り、
「書く力」を伸ばすことを意識した指導を展開する。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

・国語科を中心にした各教科等での
　書く力伸長の重視
・漢字指導の充実に向けた支援

　「書く力」を身に付けるための指導とし
て、学年や教科による取組について学校訪
問、校内研究会などの機会を捉えて指導助
言を行っていく。

目標値：基礎力定着度確認問題の平均
　　　　正答率　70％

  学校での児童・生徒の「書く」活動の指
導について教員の意識が高くなってきたこ
とが感じられた。「書く力」を育成するた
めに、校内研究として実践・研究を行って
いる学校もあった。また、漢字の指導につ
いては小・中学校の全学年において漢字ド
リルなどの教材を使って漢字練習に取り組
んだ。
　
実績値：基礎力定着度確認問題の平均
　　　　正答率　68.1％

A
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担当課

評価

担当課

評価

事業名   「生きる力」の育成事業

　
　寒川町基礎力定着度確認問題による学
力の把握と補充指導の展開

　各小・中学校の全学年で「寒川町基礎力
定着度確認問題」を実施し、その分析を児
童・生徒に返しながら学習の習得が不十分
な箇所の指導を徹底していく。

目標値：基礎力定着度確認問題の平均
　　　　正答率　70％

    3学期を中心に町立小・中学校の全ての
児童・生徒が基礎力定着度確認問題を解答
した。その結果について各学校で分析を行
い、十分に習得できていない学習内容につ
いて改めて指導し、その年度に習得すべき
学習内容の定着を図った。

実績値：基礎力定着度確認問題の平均
　　　　正答率　68.1％

A

課 題
  新学習指導要領や教科書の改訂に合わせた問題の内容に改訂していくことが
必要である。

　学校教育課

事業概要   町立小・中学校の児童・生徒の学力の基礎を見取り、学習指導に生かす。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

事業概要
  地域で様々な技能や技術を持った人材である「地域のせんせい」を活用して、授
業や総合的な学習等の教育活動の充実を図る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）
　
　「地域のせんせい」の有効活用

　 各校において授業支援や授業補助、ま
た、部活動の指導等について地域協力者を
積極的に活用し、年間の指導計画上に位置
づけられた特色ある授業や教育活動を行っ
ていく。

目標値：アンケートによる児童・生徒の
  　　　 満足度　70％

  平成24年度から事業を展開し、平成29年
度も授業支援や授業補助、体験活動、部活
動など多くの地域協力者の活用し、豊かな
学習活動を展開することができた。

実績値：アンケートによる児童・生徒の
　　　    満足度　89％

A

今後の方向性
又は改善策

  新学習指導要領が公示され、また、教科書が改訂されていく中で、学習の題
材の取り扱いについて確認し、問題について改訂をしていく。今後重点的に指
導し、定着したか確認すべき学習内容についても研究を行う。

事業名   地域のせんせいふれあい推進事業

　学校教育課

課 題
  「地域のせんせい」をより一層活用することにより、生きる力の育成を図っ
ていく。

今後の方向性
又は改善策

  これまでの実績により、地域のせんせいを活用した授業は各校の年間の指導
計画の中に位置づけられている。今後についても豊かな体験活動や個別の支援
等の充実のため、学校と地域協力者が連携をして、教育活動を推進していく。
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担当課

評価

担当課

評価

　学校教育課

事業概要
  家庭と連携を図り、基本的な生活習慣・学習習慣の定着を通して、学力向上を図
る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

事業名   「生きる力」の育成事業

今後の方向性
又は改善策

  家庭で過ごす時間の中に学習をする時間を計画的に持つことが、基礎的な学
力の育成につながるため、eライブラリを活用した具体的な方法を家庭に周知
することで、家庭学習に取り組む習慣を定着させる。

事業名   英語指導助手活用事業

　学校教育課

　家庭学習啓発資料の発行と家庭学習の
充実

　「家庭学習の手引き」を作成・発行し、
児童・生徒の全家庭に配付し、家庭におけ
る学習のポイントや目標を示すことで、家
庭学習の充実を図る。

目標値：基本的な生活習慣・学習習慣の
　　　　定着率　70％

  全国学力・学習状況調査の結果分析か
ら、家庭での学習において取り組むべき内
容とその学習方法についてまとめた啓発資
料を作成・配布した。また、この資料の内
容について家庭版学校教育だより等で周知
を図り、eライブラリを活用した家庭学習
の充実につなげた。

実績値：基本的な生活習慣・学習習慣の
　　　　定着率　50％

B

課 題   計画的に家庭学習を行うための具体的な方法の周知を徹底する必要がある。

課題
  新学習指導要領の実施に伴い、小学校における外国語に関する授業が増える
ため、英語指導助手の授業の質と量を確保する必要がある。

今後の方向性
又は改善策

  平成30年度には新学習指導要領の移行措置期間として小学校3,4年生から小

学校外国語活動が始まり、5,6年生は外国語科として授業数も増加する。また平

成32年度からの本格実施では、小学校3,4年生の外国語活動、小学校5,6年生の
外国語科の時間がさらに増えるため、それに伴う英語指導助手を増員し、受け
持つ時数と指導の質を確保する。また、寒川町で培ってきたAETによる外国語
教育の良さを活かすために、学校とより綿密な打ち合わせを行い授業準備を
行っていく。

事業概要
  英語指導助手（AET）を活用した中学校の英語教育及び小学校外国語活動の充実
を図る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　小学校外国語の指導充実に向けた支援

　中学校だけでなく小学校にもAETを派遣
することにより、授業を充実させ、児童・
生徒の英語によるコミュニケーションの能
力の素地を養う。

目標値：アンケートによる児童・生徒の
　　　　満足度　小学校95％ 中学校85％

  平成29年度は現在、3人の英語指導助手

によって、小学校5,6年生において外国語活
動の授業を行った。授業内容については英
語指導助手と担当教員が内容について話し
合い、本場の英語に触れさせることで、外
国語活動が充実している。また、中学校で
は、生徒の英語の4技能のうち、特に聞
く・話す能力の向上に効果がみられた。

実績値：アンケートによる児童・生徒の
　　　　満足度　小学校91％ 中学校93％

A
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担当課

評価

今後の方向性
又は改善策

  年々経験の浅い教員が増えるということは、年々経験豊かな教員が減ってい
る現状があると言える。このことから教育フロンティア専門指導員による指導
は必要不可欠であるため、継続するとともに、指導時間の確保について工夫・
検討をしていく。

　教育指導員の配置による教員資質の向
上

  経験の浅い教員が増える中、指導方法や
技術の伝承は必要不可欠である。これを実
現するために、寒川町の教育を長年牽引し
てきた元教員（管理職）を教育フロンティ
ア専門指導員として配置し、自身の経験を
もとに指導を行い、教員の資質の向上につ
なげる。

目標値：・研修会への参加人数　200人/年
　　　　・アンケートによる教職員等の
　　　　　満足度90％
　　　　・指導主事による学校訪問に
　　　　　おける指導助言回数　100回/年

　教育フロンティア専門指導員2名を配置
し、経験の浅い教員の指導・助言にあたる
とともに、夏の研修講座など開催した。教
職員研修会を年に4回、教育講演会を年に1

回、研究員研究会の部会を6回、全体会・

発表会を各1回開催し、教職員の資質向上
につなげることができた。

実績値：・研修会への参加人数　296人/年
　　　　・アンケートによる教職員等の
　　　　　満足度90％
　　　　・指導主事による学校訪問に
　　　　　おける指導助言回数　100回/年

A

課 題
　指導員の指導・助言が教員の日常業務と並行で行われるため、負担にならな
い形で教員の指導力向上を図るための指導時間の確保、方法を考えていく必要
がある。

　学校教育課

事業概要
  教員の資質向上のための研修会の充実を図り、研究員研究会における教育課題の
研究及び研究成果の普及に努める。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

事業名   教職員の資質向上事業
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担当課

評価

担当課

評価

＜平成29年度重点施策＞

 2，道徳の時間を要として教科等の指導を通して、規範意識の向上を図ります。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　新教育課程のめざす道徳教育の推進

　教育活動全体で行う道徳教育と授業とし
て行う「特別の教科　道徳」の捉え方の違
いを明確にし、「特別の教科　道徳」を柱
として、道徳教育の推進を図っていく。

目標値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　100％

　新学習指導要領の「特別の教科　道徳」
の先行実施について、教職員に対して研修
を行い、道徳教育への在り方について見識
を深めることができた。

実績値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　98％

A

課 題
　道徳教育の根幹につながる「特別の教科　道徳」を実践していく中で、「考
え・議論する道徳」への質的転換を図っていく必要がある。

今後の方向性
又は改善策

　現在行われている道徳教育の実践について振り返りを行い、他者との関わり
の中で道徳的な価値の理解から自己理解へつなげるような内面的資質と能力を
育てられるような授業の推進を図っていく。

課 題
　新学習指導要領の実施に伴い、より一層道徳教育を推進していく必要があ
る。

今後の方向性
又は改善策

　新学習指導要領が公示され、小学校では平成30年度から、中学校では平成31

年度から先行実施となる。今後は、物事を多面的・多角的に考え、生き方につ
いて深く考えられるような授業の推進を図っていく。

事業名 　「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要 　新学習指導要領に基づいた、道徳教育の推進を図る。

事業名 　「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要 　教育活動全体を通して、生命を尊重する心や自他を大切にする心を育む。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　自ら考え判断し行動できる力を育む道
徳教育の充実

　各学校における道徳の授業を充実するた
めに、指導主事による指導・助言及び研修
会の充実を図っていく。

目標値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　100％

　教育活動全般において道徳性を育むこと
を目的とし、道徳の時間における指導を柱
に道徳教育の推進を図ることができた。各
学校の道徳の授業研究も積極的に進み、規
範意識の向上につなげられた。

実績値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　98％

A
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担当課

評価

課 題

　「学校においていじめの認知度が上がること」は、決して悪いことでなく、
学校でしっかりと現状を把握し、早期発見・解決へつながる有効な手立てであ
る。この認識を今後は学校以外へも周知させ、保護者・学校・地域が協力して
いじめを無くす意識を共有することが必要である。
　また、小・中学校の芸術鑑賞教室のあり方を考える必要がある。

今後の方向性
又は改善策

　今後も豊かな心の育成に向けて、各学級が充実した授業を展開できるよう、
道徳教育の推進を図っていく。
　また芸術鑑賞については、児童・生徒が本物の芸術に触れる機会として県の
事業等も紹介しながら充実に努めていく。

事業名 　「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要
 「寒川町いじめ防止基本方針」を踏まえていじめの未然防止に組織的に努めるとと
もに、豊かな心を育む道徳教育を推進することにより、いじめの起きない学校づく
りをめざす。また、芸術鑑賞事業により、児童・生徒に情操豊かな心を育む。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　いじめの無い学級、学校づくりの推進
　
　学校における組織的な対応と支援体制の
確立、いじめの未然防止に努めるととも
に、道徳教育の推進を図り、命を大切にす
る心を育てる。また、本物に触れる機会を
芸術鑑賞として設けることにより、豊かな
心の育成を図る。

目標値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　100％

　町内8校において策定された「いじめ防
止基本方針」を基に、引き続き組織的な対
応をすることで、いじめの未然防止に努め
ることが出来た。
　命を大切にし、自分や仲間を大切にする
生徒の割合は小・中学生ともに高く、各学
校における日常を通した道徳教育への意識
の高さによるものと推察できる。また、日
常的に教員間で道徳教育についての議論・
研究が認められ、時事通信社教育奨励賞を
受ける中学校もあった。各小・中学校にお
ける芸術鑑賞教室は、演劇、音楽鑑賞を中
心に取り組まれ、情操の育成に大いに役
立った。
 

実績値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　98％

A
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担当課

評価

担当課

評価

課 題
　閉鎖されたSNS等、日々進化するネット社会への対応としての児童・生徒へ
の情報モラル教育の継続が必要である。

今後の方向性
又は改善策

　今後も「ネットパトロール事業」を児童生徒理解の一助としながら、情報を
扱うことの重みと同時に、「自分は何のために携帯電話やスマートフォンを使
うのか」という積極的な情報への関わりの意識を持たせる指導も含めて情報教
育の充実に努める。

事業名 　ネットパトロール事業

　学校教育課

事業概要
　社会問題化しているインターネット上のいじめや詐欺等の犯罪の被害等、児童・
生徒がインターネットのトラブルに巻き込まれることを防止するため、学校ネット
パトロールを実施し、適切な対応・対策を講ずる。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　情報化社会における正しい情報処理の
指導

　学校外で行われるインターネット上の問
題行動について定期的にネットパトロール
を行うことにより、児童・生徒指導上のト
ラブルを抑止する。

目標値：小・中学校における問題行動等の
　　　　解消率　80％

　定期的なネットパトロールで、子どもた
ちのSNSの利用状況として、危険な書き込
み、誹謗中傷、個人情報の拡散等のトラブ
ルの当事者、被害者にならぬよう注視する
ことができた。また、この事業の展開によ
り、学校では見えてこない子どもたちの実
態をネット上から把握し、日常の指導やか
かわりにつながるよう学校と連携を図るこ
とができた。

実績値：小・中学校における問題行動等の
　　　　解消率　96.6％

A

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　自他を尊重する態度の育成

　学校の教育活動全体を通して生命を尊重
し、自他を大切にする心を育むために、各
学年に適した体験活動の充実と道徳教育の
推進を図る。

目標値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　100％

　各学校では道徳教育の充実を軸に、「い
のちの授業」をはじめ、学校生活、学校行
事、体験活動等様々な場面で、自他を尊重
する態度の育成が行われている。
　例えば、車いすバスケットボール選手を
招いてのワークショップや、音楽家を招い
ての講演会、福祉体験等を通してお互いを
大切にする心を育む授業が行われた。
　1月に行われた「中学生元気の出るつど
い」では、「いじめのない学校づくり～自
分を大切に、相手を大切に～」をテーマ
に、中学生と大人（町民、町長、教職員
等）が一緒に心温まるワークショップを
行った。教員は自分の学校へ持ちかえり実
践を広めた。
実績値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　98％

A

課 題
　教職員の道徳の授業の研究とともに、自尊心を育てるための教職員の心理
的・時間的なゆとりが求められる。

今後の方向性
又は改善策

　今後も豊かな心の育成に向けて、各学校、学級が充実した授業を展開できる
ように他機関と連携しながら、体験活動や道徳教育の推進を図っていく。

事業名 　「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要 　教育活動全体を通して、生命を尊重する心や自他を大切にする心を育みます。
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担当課

評価

担当課

評価

課 題
　小・中学校のニーズに応じた講師の確保と教職員が研修に参加しやすい日程
の調整は継続して行っていく必要性がある。

今後の方向性
又は改善策

　児童・生徒指導の課題が多様化していることから、講師の情報収集と早めの
日程調整を行い、より多くの教員に参加してもらい、日々の指導につなげてい
く必要がある。広く町民にも周知することを継続し、教育課題について共に考
えていく。

事業名 　「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要
　町の教育課題を考え、児童・生徒指導力向上のための研修会・研究会の充実を図
る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　関係機関と連携した教師・保護者向け
研修会・講演会の開催

　今日的な教育課題や児童・生徒を取り巻
く問題等について、外部の講師を招いて具
体的な取り組みに生かしていくための研修
会、講演会を行う。

目標値：研修会への参加人数　70人/年

　県警と連携し、薬物乱用防止とSNSによ
るトラブルの防止についての教育講演会を
開催した。また児童・生徒指導の専門家に
よる子どもの特性に応じた具体的な支援に
ついて研修会を行った。

実績値：研修会への参加人数　62人/年

A

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　発達段階に応じたコンピュータ技能と
情報モラルの指導

　それぞれの学年で必要なコンピュータ技
能を習得させるとともに、それを適切に活
用するための情報モラルについて、学習の
機会を捉えて指導を行う。

目標値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　100％

　学校における情報モラルの研修会を中心
に、ネットトラブル防止やスマートフォン
ゲーム機にかかわる時間の減少を呼びかけ
る家庭版「さむかわの教育」を配布した。
　また、国や県の取り組みについての情報
を各校に積極的に発信し、日常的に啓発し
ていく環境整備に努めた。

実績値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　98％

A

課 題

　ICTの進歩が日々続く世の中で、様々な情報を適切に取捨選択できる情報活
用能力を育成することと、現代生活にもかかわる情報モラル教育は、その両方
のバランスを考えながら引き続き進めていかなければならない重要な課題であ
る。子どもたちに情報手段を適切に活用し主体的に対応できる能力を身に付け
させることは、これまでより一層の推進を図らなくてはならない。また保護者
への情報機器活用のマナーの啓発も大きな課題である。

今後の方向性
又は改善策

　日常的に存在するネット社会への対応と、情報機器を安全に活用するための
ルールづくりなども、繰り返し呼びかけていく。

事業名 「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要 　児童・生徒がICT機器を適切に活用し、主体的に対応できる能力の育成を図る。

17



担当課

評価

＜平成29年度重点施策＞

 3，防災意識を高める教育活動を展開します。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　「自分の命は自分で守る」をベースに
した防災教育の展開

　教育活動全体を通して防災意識を育てる
ために、日常的な指導を行う。また、教頭
会における防災教育研修を行い、教職員の
意識向上も図る。

目標値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　90％

  町内の学校共通の防災計画に各校の状況
を加えた学校ごとの防災計画を作成し、学
級や学年、学校で年間を通した防災教育を
実践した。
　町教頭会において、問題提起者である教
頭により巨大地震に備える防災教育、防災
対策についての提案がなされ、その中で提
示された検証と課題は、非常に具体的で各
校においても参考となる内容であった。

実績値：アンケートによる望ましい
　　　　児童・生徒の割合　 94.5％

A

課 題
　学校の現状に合わせた防災計画および防災マニュアルの見直しが求められ
る。

今後の方向性
又は改善策

　発達段階や年齢に応じた防災知識をもつための防災教育の一層の充実、学校
防災計画の見直しを図る。

事業名   「生きる力」の育成事業

  学校教育課

事業概要
  災害時に的確な対応ができるよう、教育活動全体をとおして日ごろから児童・生
徒・教職員の防災意識の向上を図る。
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担当課

評価

担当課

評価取組内容（計画） 取組状況（成果）

　地域の自主防災訓練への主体的な参加

　学校内にとどまらず、広く町や地域の防
災訓練への参加を呼びかけ、防災意識の向
上を図る。

　平成29年度も、小谷小学校・南小学校で
行われた町の総合防災訓練への児童・生徒
への積極的な参加を呼びかけ、実践的に町
ぐるみで防災に取り組むことの大切さを体
験的に学ぶことができた。
　

ー

課 題
　防災訓練当日の対応や、児童・生徒の日常的な防災意識を育てる必要があ
る。

今後の方向性
又は改善策

　避難訓練・引き取り訓練も、自校で行うだけでなく、地域ぐるみの取り組み
へと広げられつつある。今後も地域や町の取り組みへの参加を保護者が呼びか
けていくとともに、児童・生徒の防災意識を育てていく。

課 題
　臨機応変に対応できるよう、様々な状況を想定した避難訓練を実施していく
必要がある。

今後の方向性
又は改善策

　どんな状況、場所であっても、適切に身を守る行動がとれるような教育の一
層の充実、校種間や地域との幅広く連携した防災訓練、巨大地震に対する防災
計画の整備及び訓練を行っていく。

事業名 　「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要
　児童・生徒の防災意識の向上を図るため、町や地域の防災訓練への参加を呼びか
けます。

事業名 　「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要
  災害時に的確な対応ができるよう、日ごろから児童・生徒・教職員の防災意識の
向上を図り、災害に対する実践的な態度を養う。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　巨大地震や大津波を想定した避難訓練
の実施

　各校における地震・火災・大津波を想定
した避難訓練を実施する。また、町内の
小・中・幼・保合同の合同引き取り訓練を
実施し、防災意識の向上を図る。

　各学校においては、地震・火災・大津波
を想定した避難訓練や、緊急地震速報訓
練、国・県の取り組みと連動したシェイク
アウト訓練等、児童・生徒の実情や学校の
状況に応じた訓練を実施した。こうした各
校の取り組みには、実施時間帯や実施方法
に工夫が加えられた。
　寒川町小・中学校等合同引き取り訓練に
ついては、町校長会が中心となり、町内3

保育園・参加希望幼稚園が同時刻に訓練を
実施し、小・中・幼・保が一体化した訓練
を行った。避難の仕方や保護者への引き渡
し方法について、訓練を通して改善を図っ
た。

ー
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担当課

評価

課 題
　各家庭での防災教育への取組にむけて、より具体的な情報発信の必要があ
る。

今後の方向性
又は改善策

　今後も「家族防災会議の日」を活かし、家庭や学校での重層的な指導や危険
箇所の点検など、児童・生徒、家庭・地域、学校が連携を取り合って防災教育
に取り組んでいく。

事業名 　「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要
　児童・生徒の防災意識を高めるため、家庭においても防災意識の向上を図りま
す。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　「家族防災会議の日」の推進

　児童・生徒が自分自身の生活の中で防災
について振り返りを行うため、「家族防災
会議の日」を家庭にも意識づけるために、
機会を捉えて呼びかけを行う。

　「家族防災シート」を保護者に配布や、
校内での講話をきっかけに、家庭で防災に
ついて話し合うなどの意識を高めるような
取組が行われた。

ー
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担当課

評価

＜平成29年度重点施策＞

 4，支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環境を整備します。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　不登校児童・生徒への相談指導体制の
充実

　不登校児童・生徒やその保護者の相談の
ニーズを受け止め、具体的な対応につなげ
るための相談と指導について、相談指導教
室を中心に体制を作っていく。

目標値：相談指導教室への通室率　50％

　寒川町相談指導教室が主体となり、町の
長期欠席児童・生徒の情報収集と共有を行
い、相談者への寄り添った相談を実施し
た。また、通室児童・生徒の実態に合った
指導を実施し、安心した通室につながっ
た。

実績値：相談指導教室への通室率　32％

B

課 題
　具体的な対応として「つながらない子０（ゼロ）」を目指した相談指導体制
のより一層の充実を図っていく必要がある。

今後の方向性
又は改善策

　長期欠席の児童・生徒に対して具体的な対応をとることが出来るよう、より
密な情報収集および関係機関との情報共有を徹底し、相談者のニーズに応じた
相談指導体制を充実していく。

事業名   教育相談事業

　学校教育課

事業概要
　寒川町相談指導教室を核とした不登校児童・生徒に対する相談指導体制の充実を
図る。
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担当課

評価

担当課

評価取組内容（計画） 取組状況（成果）

　児童相談所等の他機関との連携を強化
した教育相談の展開

　学校が外部機関と連携することにより、
よりよい対応につなげられるよう、情報共
有等の連携した教育相談を行う。

目標値：専門スタッフによる相談件数
　　　　延べ　1,000件/年

　教育委員会、町福祉部局、児童相談所等
との日常的な情報共有を通して連携を強化
した。その結果「いつ」「誰が」「どのよ
うに」を意識した相談者のニーズに合った
具体的な対応につながった。
　
実績値：専門スタッフによる相談件数
　　　　延べ　3,748件/年

A

事業名

事業名 　特別支援教育推進事業

　学校教育課

事業概要
　特別な支援を必要とする児童・生徒の要望に応えるために、必要な人数の支援員
を配置し、きめ細やかな対応を図ります。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　特別支援学級補助員、介助員、ふれあ
い教育支援員の配置

　各校に支援員等を配置し、特別支援学級
に在籍する児童・生徒に対してはもちろん
のこと、通常学級に在籍する支援を要する
児童・生徒に対してきめ細やかな対応をと
り、落ち着いた学校生活を送ることができ
るようにする。

目標値：アンケートによる保護者の満足度
　　　　70％

　特別支援学級補助員に関しては、平成29

年度は、小谷小学校に2名、他の各小学校

に1名ずつ、寒川中学校へ2名、旭が丘中学

校へ3名、寒川東中学校へ1名配置した。授
業における補助だけでなく、食事・着替
え・トイレ等の補助、行事活動等への支援
も行い、児童・生徒の学校生活を効果的に
支援することができた。
　介助員については、平成29年度は、小学

校の通常学級に在籍する児童3名に対して
遠足や水泳学習の介助を行い、児童の学校
生活を効果的に介助することができた。
　ふれあい教育支援員は小学校5校に1人ず

つ配置した。小学校1年生を中心に担任と
の協力により、授業や休み時間など、支援
の必要な児童に対し効果的な支援ができ
た。

実績値：小学校　97.6％ 中学校　98.4％

A

課 題
　通常学級における支援を要する児童が増えてきており、小学校の状況に応じ
たふれあい教育支援員の配置が必要である。

今後の方向性
又は改善策

　年々、支援を要する児童・生徒が増えてきているため増員に努めていく。

　教育相談事業

　学校教育課

事業概要 　多様な支援を必要とする児童・生徒のニーズに応える。

課 題
　複雑な相談内容に対して適切な相談体制につなげるコーディネートが必要に
なっている。

今後の方向性
又は改善策

　関係機関との連携を意識するとき、対応の主体と方向性を明確にすることに
よって、その時々に必要な対応をとることが出来るため、それぞれのケースに
あった課題と対応のコーディネートをしつつ、役割分担を徹底していく。
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担当課

評価

担当課

評価

事業名 　特別支援教育推進事業

　学校教育課

事業概要
　共生社会の実現のため、南小学校においてモデル事業としてインクルーシブ教育
（すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び共に育つ教育）の実践を図る。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　県教育委員会と連携したインクルーシ
ブ教育の推進

　通常学級に在籍する支援を必要とする児
童の個別学習及び保護者の相談対応の充実
を図る。（南小学校）

　南小学校では、県の「みんなの教室」モ
デル事業の実践として、すべての児童がで
きるだけ通常の学級で生活しながら学習に
取り組むことための支援や、校内支援体制
の整備について研究を深めた。みんなの教
室スタッフによる個別指導件数も増えると
ともに、こころの相談員への相談件数も増
加している。こうしたことから、支援を要
する児童に対する適切な支援を行うことが
出来た。

―

課 題 計画を続けていくための教員や相談員の確保が必要である。

今後の方向性
又は改善策

　今後も、児童・生徒、保護者の声に耳を傾けつつ、各学校におけるインク
ルーシブ教育の実践を図る。

課 題
　通級指導教室における指導内容を充実させるとともに、専門性が必要なため
さらなる担当教員の育成が必要である。

今後の方向性
又は改善策

　指導内容の充実や教材教具の充実を図り、指導・支援の方法や内容、環境づ
くり等について、一層の充実に向け取り組んでいく。

事業名 　特別支援教育推進事業

　学校教育課

事業概要 　支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環境を整備する。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　通級指導教室の新設と各学校との連携
強化

　一之宮小学校に町内2校目となる通級指
導教室を新規開設し、通常学級で支援を要
する児童に対してきめ細やかな対応をとる
ことができるようにする。

　平成29年4月、一之宮小学校にことばの
教室（通級指導教室）に開設した。これに
より、町内南北に1ヶ所ずつ開室すること
となり、支援を要する児童に対する一層の
ケアの充実とともに、容易に通うことがで
きなかった通級指導教室に対して、相談し
やすい環境を整えることができた。

通級指導教室に通う児童数（H29.3月末）

　　小谷小学校　　40名

　　一之宮小学校　40名

―
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担当課

評価

担当課

評価

事業概要
　０歳から15歳までの子を持つ家庭において家庭教育の一助としてもらうため、発達段階に
応じた子育てや家庭学習のポイントをまとめた冊子を作成し、対象家庭へ配布する。

　父親の育児参画を促し夫婦での子育てに関する講
座を1回、絵本での子育てに関する講座を2回開催し
た。
○パパママいっしょにニコニコ子育てライフ
　①10/1(日)開催

　　参加者7家族(大人13名・子ども8名)

　　参加者満足度92.3％
○ママパパのための絵本講座
　①10/29(日)開催　絵本で子育て講演会

　　参加者10名

　　参加者満足度87.5％

　②1/14(日)開催　わらべうたベビーマッサージと
　　絵本でふれあい遊び
　　参加者8家族(大人8名・子ども9名)

　　参加者満足度100％

Ａ

事業名 　家庭教育講座等開催事業

　新たに対象となった家庭に対し、随時配布を行っていくとともに、ハンドブックを有
効に活用してもらえるよう検証及び周知方法について検討していく。

　教育総務課

今後の方向性
又は改善策

事業概要 　子育て家庭を支援するため、家庭教育についての講座を実施する。

取組内容（計画）

　ハンドブックを活用してもらえるように、その周知や有効活用されているかの検証方
法を検討する必要がある。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　子育てや家庭学習のポイントをまとめ
た冊子の作成・配布

　作成部数 1万部（対象数から推計）

　配布開始 9月

　関係各課等と調整し、収集した情報の絞り込み、
記載内容やレイアウト等の検討を行い、ハンドブッ
クを作成した。当初年度内の配布開始を予定してい
たが、検討等に時間を要し、原案作成作業が伸びた
ため、年度内配布が困難となった。冊子完成が第3

四半期となったことから、より効果的な配布をねら
い、平成30年度当初から配布することとした。

『0歳から15歳までの家庭教育・家庭学習ハンド

ブック』A5版・カラー・24ページ、作成1万部

Ｃ

今後の方向性
又は改善策

　今後は、より身近な学びの場である公民館講座として実施していく。（より参加しや
すい場での開催）

課 題

＜平成29年度重点施策＞

 １，子育て家庭を支援するため、家庭教育についての学習機会・情報を提供します。

取組状況（成果）

　家庭教育支援事業の実施

　親子でふれあいながら参加できる形式で
2講座を開催する。定員20～30名。参加者
満足度の高い講座とする。

　目標値　参加者満足度85％

　父親の参加も含め、受講者がより参加しやすい日時、講座の内容を検討する必要があ
る。

事業名 　家庭教育推進事業

　教育総務課

課 題

社 会 教 育
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担当課

評価

担当課

評価

課 題

　研修に参加した者の満足度は高いが、児童・生徒の保護者全体にPTA活動の効用や必

要性が十分に伝えられていない。PTAは学校、家庭、地域をつなぐ社会教育団体であ

り、家庭教育の向上を図るうえでも重要な団体であることから、PTA連絡協議会を通じ
て、その活動の支援方法を検討する必要がある。

今後の方向性
又は改善策

　研修会等の実施についてはPTAの自主的な活動に委ね、教育委員会はPTA連絡協議会
を通じて活動ノウハウや情報の提供、活動を助成する補助金の交付などにより引き続き
支援をしていく。

事業名 　社会教育関係団体活動支援事業

　教育総務課

事業概要 　社会教育関係団体活動の活性化のため、研修の機会を設ける。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　PTA指導者研修会の実施

　対象者・内容別に3回開催。各定員40

名。参加者のニーズをとらえた参加者満足
度の高い研修会とする。

　目標値　参加者満足度85％

　PTAが実施する諸活動が計画的に実施できるよ
う、役員としての心構えや活動のあり方を学び、ま
た家庭・地域の教育力の向上について考える機会と
して実施した。
①5/24(水)開催　役員研修会

　参加者24名　参加者満足度90.9％

②5/25(木)開催　広報研修会

　参加者20名　参加者満足度83.3％

③5/30(火)開催　校外研修会

　参加者27名　参加者満足度100％

Ａ

事業概要 　現代的課題である人権問題（いじめ、ハラスメント等）に関する講座を実施する。

課 題
  人権教育は、人権問題に当事者意識が低いことなどから、参加者を得ることが難しい
事業である。しかし、重要なテーマであるので、引き続き取り組んでいく必要がある。

今後の方向性
又は改善策

　今後は、多くの参加を促すため、より身近な学びの場である公民館講座として実施し
ていく。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　人権教育講座の実施

　多くの人が参加しやすいよう身近なテー
マ、内容の講座を開催する。

　目標値　参加者数20人

　日常生活において人権への配慮が態度や行動に現
れるような人権感覚を身につける、また人権にかか
わることが常に身近にあることに気づき、考える機
会として実施した。
　
○2/3(土)開催　自分も相手も大切にした気持ちの
　伝え方～アサーティブコミュニケーション講座～
　参加者12名

B

事業名 　人権教育推進事業

　教育総務課

＜平成29年度重点施策＞

 2，現代的課題や地域課題についての学習機会を設けます。

＜平成29年度重点施策＞

 3，社会教育関係団体活動の活性化のため、研修の機会を設けます。
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担当課

評価

評価

課 題
　修繕を必要とする文化財説明板が未だ9か所あり、さらに追加修繕を必要とする箇所
も出ることから改善が十分に進んでいない。着実に改善を図っていくため計画を随時見
直し対処していく必要がある。

今後の方向性
又は改善策

　汚損状態や立地状況などを考慮して順次修繕をしていく計画を持ち、緊急修繕にも対
応しながら継続して改善が進むよう取り組んでいく。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

②文化財説明板の改善（修繕）

　平成29年度は汚損等が著しく見づらく
なっているもののうち5か所の改善を計画

　次のとおり5か所の文化財説明板を修繕した。見
やすい説明板となったことで、町の文化財や歴史に
ついてPRの一助となった。

修繕個所：菅谷神社天保神輿(岡田)、中原街道(宮
山)、念宗寺阿弥陀如来坐像(小動) 、倉見水神宮、
陣屋跡(倉見)

A

取組内容（計画） 取組状況（成果）

①町指定重要文化財である大神塚の調査
　研究の実施

　「大（応）神塚古墳（寒川町№8遺跡）
保存目的のための調査計画」（計画期間
H28～H32）に基づき平成29年度は墳丘の
後円部を調査し、明治期の調査痕、墳丘の
状況、裾部の掘り込み等を確認し、大神塚
の性格を把握する。

　有識者の指導の下、調査計画に基づき発掘調査を
実施した。所定の調査項目は実施できた。これによ
り大神塚の性格の一部を把握することができた。
　ただし、想定外に中近世の遺構が同所から見つか
り、調査事項が増えた。さらに次年度調査にも影響
を及ぼすことが分かった。

－

課 題 　想定外の遺構が発見されたことから、新たな調査を行う必要がある。

今後の方向性
又は改善策

　想定外に発見した遺構の調査を加えるなど本調査の結果を踏まえ、事業計画の見直し
を行い、それに基づき事業を進めていく。

事業名   文化財保護事業

　教育総務課

事業概要
　文化財の指定や解除、文化財保護のため保存・管理、普及啓発事業、埋蔵文化財保護事業
を実施する。

＜平成29年度重点施策＞

 4，郷土の歴史に対する関心を高め文化財に対する保護意識の向上を図ります。
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担当課

評価

担当課

評価

事業名 　公民館の運営管理の充実

　教育総務課

事業概要
　公民館の管理運営について指定管理者制度を活用し、さらなる公民館サービスの向上を図
る。

＜平成29年度重点施策＞

 5，指定管理者との円滑な連携を図ります。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

今後の方向性
又は改善策

　初年度の経験を活かし、指定管理者の実力が十分に発揮され、公民館サービスのより
一層の向上に向けた公民館運営・管理が行われるよう、指定管理者に対し引き続きモニ
タリングや連絡調整(指定管理者との定例会議開催)を行っていく。

　指定管理者による管理運営の円滑な実
施と充実のため、監督指導、連絡調整を
行う。

　次のとおりモニタリングや連絡調整等を行った。
これらを通して指定管理者に対し監督指導を行い、
指定管理者による管理運営をおおむね順調に進めさ
せることができた。
・定例教育委員会（毎月1回）、社会教育委員会議

　（年7回）への指定管理者の出席による事業報告
　等。
・モニタリング評価の実施（年2回）

・月例報告書によるモニタリング（毎月1回）
・日常的な連絡調整（町広報等への事業掲載等）

公民館実績：前年度比 利用者数113％、公民館講座

数8増

－

課 題
　指定管理者制度導入初年度であったため、教育委員会担当と指定管理者双方に「連携
のしかた」について不慣れな所があったので、双方調整のうえ解決していく必要があ
る。

課 題
　指定管理者制度導入初年度であったため、教育委員会担当と指定管理者双方に「連携
のしかた」について不慣れな所があったので、双方調整のうえ解決していく必要があ
る。

今後の方向性
又は改善策

　初年度の経験を活かし、指定管理者の実力が十分に発揮され、図書館サービスのより
一層の向上に向けた図書館運営・管理が行われるよう、指定管理者に対し引き続きモニ
タリングや連絡調整を行っていく。

取組内容（計画） 取組状況（成果）

　指定管理者による管理運営の円滑な実
施と充実のため、監督指導、連絡調整を
行う。

　次のとおりモニタリングや連絡調整等を行った。
これらを通して指定管理者に対し監督指導を行い、
指定管理者による管理運営をおおむね順調に進めさ
せることができた。
・定例教育委員会（毎月1回）、社会教育委員会議

　（年7回）への指定管理者の出席による事業報告
　等。
・指定管理者と教育委員会担当者による定
　例会議の開催。（毎月1回）

・モニタリング評価の実施（年2回）

・月例報告書によるモニタリング（毎月1回）
・日常的な連絡調整業務(町広報等への事業掲載等)
・資料選書の承認（毎週1回）

図書館実績：前年度比 貸出点数95.3％、来館者数

97.3％

－

事業名 　総合図書館の運営管理の充実

　教育総務課

事業概要
　総合図書館の運営管理について指定管理者制度を活用し、さらなる図書館サービスの向上
を図る。
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第2項に基づき、教育

に関し学識経験を有する方々（外部評価者）から点検・評価の対象事業に

ついて次のとおりご意見をいただきました。  

これらのご意見は次年度の事業実施に活かしてまいります。  

 

【学校教育】 

重点施策「 1, 基礎学力の定着を図ると共に、書く力を中心に据えた思

考力・判断力・表現力等の育成を図ります。」について 

 〇 国、県の制度で行っている小学校１，２年生に加え、町単独で３年

生でも３５人以下の少人数学級を行っている。少人数学級は、児童一

人ひとりへのきめ細かい授業になり、引き続きの実施を希望したい。 

○ 基礎学力の定着は図られているようなので、次の課題は応用力の実

力向上だと思う。少人数学級で得られるメリットを更に推し進める効

果的な対応が望まれる。また、少人数学級であればグループワークに

よる相互の啓発や教え合うことも出来るので、学力向上への水平展開

も望まれる。  

 〇 支援が必要な児童の増加に伴い、少人数学級の実現や複数教員の配

置は、寒川町のみならず全国的な課題と捉えている。ぜひ、小学校に

おける35人以下学級編成の制度拡大を要望するとともに、町独自の取

組を継続させていただきたい。  

○ 外部講師を招いての校内研究の実施が継続的に行われていることは、

質の高い教育改革・改善に力を与えるものだと思う。更なる高みに児

童・生徒への授業内容が飛躍する事を願っている。 

 〇   eライブラリは、これからの教育環境になくてはならないものと認       

識している。その意味合いから、学校での利用率が100％であることは

功を奏していると考える。次は、家庭における利用率の向上が求めら

れて来ると思う。  

〇 eライブラリの導入と積極的な活用は、今後も継続することが望まれ

る。高等学校においても、リクルート社のスタディサプリを導入する

学校が増加しているが、特に家庭学習の推進には効果があると思われ

る。  

〇  インターネットを介した eライブラリでの学習は、生まれた時から       

インターネットや色々なデジタル機器がある中育ってきた世代の児童

達には、抵抗なくゲーム感覚で勉強ができるのではないかと思われる。



31 

 

学校での利用率が100％であるが、eライブラリが家庭でも行えるので

あれば、家庭学習のきっかけと定着になるのではないかと思うので、

家庭での利用率が上がるよう保護者に広報、周知することで更に活用

できるのではないか。  

〇 年々、漢字を書く力が衰えて来ていると実感している。電子機器の

普及により平易に調べられる環境が整うほど考える力が後退している

のではないかと危惧している。読めても書けない、意味合いの違う読

み方の同じ漢字をあてがうなど少なくはない。国語力は、日常生活に

必要不可欠な能力なので、ぜひ積極的な取り組みをお願いしたい。  

〇   授業改善の実践については、新学習指導要領の導入に伴い、町内の

小・中学校の取組を高等学校にまで広げていくことで、小中高の連携

が図られる。町内唯一の高等学校である寒川高校もぜひ参加させてい

ただきたい。  

〇 各事業の目標値・実績値の指標が「基礎力定着度確認問題」の結果

となっているが、試験のレベル等が理解されないのではないか。指標

とするべきは、やはり全国規模の学習状況調査等が適当と思われる。 

〇 新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」いわゆるアク

ティブラーニングの視点からの授業改善が重ねて主張されている。児

童・生徒の学習意欲や学習到達度を十分に把握し、これまで取り組ん

できた学習指導を生かしながら、各学校においてカリキュラム・マネ

ジメントを進めていく必要がある。  

〇 外国語（英語）指導に関しては、授業時数の確保、教員の育成、効

果的な学習活動に向けての授業改善という課題がある。また、小・中

の接続という問題も見逃せない。今後、授業実践への評価を大切にし、

それを生かして取り組みを進めることが望まれる。  

〇 英語指導助手が中学校、小学校での英語の授業を行うことにより、

本場の英語に触れることができ、興味関心を持てるのではないかと思

う。また、今後は、小学校の外国語授業数の増加や、中学年の外国語

活動も始まっているので、各学校の差が出ないような対応と英語指導

助手の確保を望む。  

 

重点施策「 2, 道徳の時間を要として教科等の指導を通して、規範意識

の向上を図ります。」について 

 〇 道徳教育と「教科  道徳」の捉え方の違いを理解し、改善・充実を図
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ることによって道徳教育の推進がなされていることが把握できた。今

後は、特に「評価」の在り方が課題とされているが、実際の指導の充

実に結びつくよう継続して各学校に働きかけるとともに、各学校に対

する支援に配慮することを求めたい。  

〇 「命」「心」「自他の存在や気持ち」などに気づき、考えていくとい

う道徳の授業を行うことはとても難しく、先生方の差ができるだけ出

ないよう子ども達に伝わる授業を研究、模索していただきたい。  

○ いじめ問題は学校内における喫緊の課題である。いじめの芽を早期

に見つけ、無くしていくために先生方による情操教育の普及・努力に

期待する。  

〇 いじめや不登校等への対応については、児童・生徒の生活環境の変

化等もあって、難しいケースが増加傾向にあると推測される。寒川町

の小・中学校では、どのような実態の変化がみられるのか、どのよう

な場合に学校は対応に苦慮するのかといった点を的確に把握し、情報

共有することが大切になる。学校間、学校、家庭、地域が連携し合い

ながら子どもの健全な育成を進めることが望まれる。  

〇 インターネット上のトラブルについては、小学校の早い段階から指

導を継続するとともに、関係機関と連携し、現在行われているネット

パトロールを継続することで危険回避に繋げていただきたい。  

 

重点施策「 4, 支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環境

を整備します。」について 

 〇 特別な配慮を必要とする生徒への対応について、さまざまな取組が

なされていることを知ることができた。生徒・保護者の困り感に寄り

添うために、教育相談体制の充実が必要であろう。具体的には、スク

ール・カウンセラー及びスクール・ソーシャルワーカーの配置・活用

が求められる。また、学校と専門機関との連携を強化することで大き

な効果も期待される。  

〇 支援が必要な児童が増えている中、特別支援学級はもとより、通常

学級に在籍する支援の必要な児童・生徒への対応も希望する。そのた

めのふれあい教育支援員の適切な人数や配置を希望する。  

〇 インクルーシブ教育は、これからの教育政策において要の一つとな

ると思われる事業と認識している。共に同じ場所で学ぶと云うことの

大切さを生徒全員で共有してもらいたい。それには、人的な支援体制
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は無論のこと学校全体で取り組むべき課題が沢山あると考え、今後の

進捗に期待する。  

 

学校教育全般について  

〇 各事業の目標値・実績値の指標の多くが「アンケートによる望まし

い児童・生徒の割合」となっているが、どうにも掴みどころがない。

アンケートの質問項目や記述内容が見えてこないので、評価すること

が難しく感じている。  

 

【社会教育】 

重点施策「 1, 子育て家庭を支援するため、家庭教育についての学習機

会・情報を提供します。」について 

 ○  「0歳から15歳までの家庭教育・家庭学習ハンドブック」の内容は、

教育委員会の意図が伝わるものとなっており、見やすさもあって良い。

配布以降の使い方がどのようになるのかが分からないが、家庭と学校

を繋ぐパイプになるよう授業の中でも学校から帰っての復習内容に生

徒がイメージしやすいようなアドバイスがあれば更に良い。  

〇 子育て家庭への支援については、完成時期が遅れたとはいえ、ハン

ドブックを作成・配布するなど、寒川町の積極的な取組が見えた。課

題を抱えた家庭も増加傾向にあることから、今後も家庭教育を重視し、

取組の継続を望む。  

 

重点施策「 3, 社会教育関係団体活動の活性化のため、研修の機会を設

けます。」について  

〇 PTA活動の更なる充実のため研修会を行い、参加者の満足度は高い  

が、PTAの教育懇談会や大会など、PTAの活動とリンクさせ協働的に  

行うことで、相互の理解や、参加者数の増加が見込めるのではないか。  

 

重点施策「 4, 郷土の歴史に対する関心を高め文化財に対する保護意識

の向上を図ります。」について 

〇 寒川町の郷土の歴史、文化財にかかわる事業は実態を考慮して着実

に展開されていることが確認できた。地域を構成する住民に変化も見

られるので、町民のニーズを捉えながら、一層の充実を図ることが期

待される。  
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重点施策「5, 指定管理者との円滑な連携を図ります。」について  

 ○  図書館運営は公民館運営と異なり事業内容が図書に関連付けられ

ていてダイナミックな事業展開に難しさがあるかと思うが、今の管理

者は前向きに取り組んでいて成果が徐々に出ていると感じている。実

績が少し低迷している感はあるが、数値に一喜一憂せず長い目で見る

ことが重要だと思う。  

実施しているイベントも児童・生徒に関心のあるユニークなものが

多く良いと思う。これからも継続して発信していくことを望む。また、

更なるイベントものとして、専門分野的な地理学、気象学、土質学、

宇宙学など大人の興味をそそるような講演・勉強会があれば集客効果

が更に高まるのではないかと思う。  

 

【その他】  

報告書について  

〇 寒川町教育委員会外部評価者会議において、「教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書」（以下、報告書）の説

明を通じて、寒川町教育委員会の着実な活動及び平成 29年度の関係事

業の展開の状況と成果を把握することができた。  

〇 今年度から報告書の仕様を大幅にリニューアルするとのことだった

が、昨年度のものと比べると格段に見やすく、分かりやすく刷新され

ており、評価できる。  

〇 報告書の限られたスペースで難しいかもしれないが、各々の事業の

点検評価の実施にあたって、PDCA サイクルがもう少し意識されてい

ると、自己評価について、より説得力が生まれるのではないか。  

〇 前年度の報告書と比較すると、前年度評価等に基づき、平成 29年度

の重点施策の各事業において、目標ごとに取組の方向を明確にし、そ

れぞれに創意工夫されていることが理解できた。  
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